
 

 

 

 

 

日 程  5 月 12 日（月）・13 日（火）・26 日（月）・29 日（木）・30 日（金）・6 月 3 日（火） 

     （詳細は、裏面のカリキュラムをご確認ください。） 

 

対 象 

児童福祉司任用前講習会 

⑴ 児童福祉法第 13条第３項第８号において定める者 

  社会福祉主事として２年以上相談援助業務に従事した者 

⑵ 児童福祉法第 13 条第３項第９号、児童福祉法施行規則第６条第 12 号、同条第 13 号において 

定める者（下記のとおり） 

①社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が２年以上である者 

イ 社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間 

ロ 児童相談所の所員として勤務した期間 

②社会福祉主事たる資格を得た後３年以上相談援助業務に従事した者（①を除く） 

⑶  

 

指定講習会 

児童福祉法第 13 条第３項第９号、児童福祉法施行規則第６条第７号、同条第８号、同条第９号、 

同条第 10号、同条第 11号、同条第 14号において定める者（下記のとおり） 

①保健師で指定施設（※）において１年以上相談援助業務に従事した者 

②助産師で指定施設（※）において１年以上相談援助業務に従事した者 

③看護師で指定施設（※）において２年以上相談援助業務に従事した者  

④保育士（特区法第 12 条の５第５項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあっては、保育士又は 

当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）で指定施設（※）において２年以上相談援助業務

に従事した者 

⑤教育職員免許法（昭和 24年法律第 147 号）に規定する普通免許状を有する者であって、指定施設(※)に 

おいて１年以上（同法に規定する二種免許状を有する者にあっては２年以上）相談援助業務に従事した者 

⑥児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63号）第 21条第６項に規定する児童

指導員で指定施設（※）において２年以上相談援助業務に従事した者  

※指定施設…児童福祉法施行規則第５条の３及び令和６年８月８日こ支虐第３１６号こども家庭庁支援局長通知

参照 

 

ねらい   児童相談所における児童福祉司として業務を遂行していくにあたり必要な知識、技能等の習得及

び特別区における児童家庭福祉行政を担う職員の専門性の向上を図るため、児童福祉法等関係法令

に基づき実施する。 

研修内容到達目標及びカリキュラム等については国が示す基準に基づく。 

 

定 員  80 名程度 

 

場 所  特別区職員研修所（千代田区九段北１－１－４） 

                   

その他  全日程終了後には、修了レポートを提出していただきます。 

 

 

第１回 児童福祉司任用前講習会・指定講習会 

令和７年度 児童相談所関連研修 

子ども家庭福祉・母子保健等に携わる職員 



 

※各科目終了後 1５分間で振り返りのグループワークを行う予定です。 

※実施日程や講師は変更になる場合があります。変更が生じた場合は、別途お知らせいたします。 

 

 

【問合せ先】特別区職員研修所 教務第２課 児童相談研修係（電話）03-6261-1578 

※第２回は、同教科目で 12 月に実施を予定しています。 


